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附
則我

が
国
は
、
国
民
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
り
、
か
つ
て
な
い
経
済
的
繁
栄
を
築
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
人
類
の

願
望
で
あ
る
長
寿
を
享
受
で
き
る
社
会
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
。
今
後
、
長
寿
を
す
べ
て
の
国
民
が
喜
び
の
中
で
迎

え
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
形
成
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
は
、
す
べ
て
の

国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
人
口
構
造
の
高
齢
化
は
極
め
て
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
遠
か
ら
ず
世
界
に
例
を
見

な
い
水
準
の
高
齢
社
会
が
到
来
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
る
が
、
高
齢
化
の
進
展
の
速
度
に
比
べ
て
国
民
の
意

識
や
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
対
応
は
遅
れ
て
い
る
。
早
急
に
対
応
す
べ
き
課
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
残
さ
れ
て
い

る
時
間
は
極
め
て
少
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
し
て
、
国
民
一
人
一
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
真
に
幸
福
を
享
受
で
き
る
高
齢
社
会
を

築
き
上
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
雇
用
、
年
金
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
、
社
会
参
加
、
生
活
環
境
等
に
係
る
社
会
の

シ
ス
テ
ム
が
高
齢
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
不
断
に
見
直
し
、
適
切
な
も
の
と
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
も
と
よ
り
、
企
業
、
地
域
社
会
、
家
庭
及
び
個
人
が
相
互
に

協
力
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
高
齢
社
会
対
策
の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
を
示
し
、
国
を
始
め
社
会
全
体
と
し
て
高

齢
社
会
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
が
経
済
社
会
の
変
化
と
相
ま
っ
て
、
国
民
生
活

に
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
高
齢
化
の
進
展
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
（
以
下

「
高
齢
社
会
対
策
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
社
会
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
高
齢
社
会
対
策
を
総
合

的
に
推
進
し
、
も
っ
て
経
済
社
会
の
健
全
な
発
展
及
び
国
民
生
活
の
安
定
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条
　
高
齢
社
会
対
策
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
社
会
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
国
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
就
業
そ
の
他
の
多
様
な
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
公
正
で
活

力
あ
る
社
会

二
　
国
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
社
会
を
構
成
す
る
重
要
な
一
員
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
地
域
社
会
が
自
立
と
連
帯
の

精
神
に
立
脚
し
て
形
成
さ
れ
る
社
会

三
　
国
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
健
や
か
で
充
実
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
社
会

（
国
の
責
務
）

第
三
条
　
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
次
条
に
お
い
て
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
高
齢
社
会
対
策

を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
高
齢
社
会
対
策
に
関
し
、
国
と
協
力
し
つ
つ
、
当
該
地
域

の
社
会
的
、
経
済
的
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
国
民
の
努
力
）

第
五
条
　
国
民
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
う
経
済
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
及
び
相
互
の
連
帯
を
一

層
強
め
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
高
齢
期
に
お
い
て
健
や
か
で
充
実
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
策
の
大
綱
）

第
六
条
　
政
府
は
、
政
府
が
推
進
す
べ
き
高
齢
社
会
対
策
の
指
針
と
し
て
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
高
齢
社
会
対
策

の
大
綱
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
七
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
次
報
告
）

第
八
条
　
政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
高
齢
化
の
状
況
及
び
政
府
が
講
じ
た
高
齢
社
会
対
策
の
実
施
の
状
況
に
関
す

る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
政
府
は
、
毎
年
、
前
項
の
報
告
に
係
る
高
齢
化
の
状
況
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
施
策
を
明
ら
か
に
し
た

文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
基
本
的
施
策

（
就
業
及
び
所
得
）

第
九
条
　
国
は
、
活
力
あ
る
社
会
の
構
築
に
資
す
る
た
め
、
高
齢
者
が
そ
の
意
欲
と
能
力
に
応
じ
て
就
業
す
る
こ
と

が
で
き
る
多
様
な
機
会
を
確
保
し
、
及
び
勤
労
者
が
長
期
に
わ
た
る
職
業
生
活
を
通
じ
て
職
業
能
力
を
開
発
し
、

高
齢
期
ま
で
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
は
、
高
齢
期
の
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
雇
用
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
適
正

な
給
付
水
準
を
確
保
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
国
は
、
高
齢
期
の
よ
り
豊
か
な
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
国
民
の
自
主
的
な
努
力
に
よ
る
資
産
の
形
成
等

を
支
援
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
健
康
及
び
福
祉
）

第
十
条
　
国
は
、
高
齢
期
の
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、
国
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
ら
の
健
康
の

保
持
増
進
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
総
合
的
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
は
、
高
齢
者
の
保
健
及
び
医
療
並
び
に
福
祉
に
関
す
る
多
様
な
需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
に
お

け
る
保
健
及
び
医
療
並
び
に
福
祉
の
相
互
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
民
間
事
業
者
が
提
供
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ

ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
健
全
な
育
成
及
び
活
用
を
図
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
国
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
適
切

な
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
学
習
及
び
社
会
参
加
）

第
十
一
条
　
国
は
、
国
民
が
生
き
が
い
を
持
っ
て
豊
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
生
涯
学

習
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
は
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
、
高
齢
者
の
社
会
的
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
し
、
及
び
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
基
盤
を
整
備
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
生
活
環
境
）

第
十
二
条
　
国
は
、
高
齢
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
齢
者
に
適
し
た

住
宅
等
の
整
備
を
促
進
し
、
及
び
高
齢
者
の
た
め
の
住
宅
を
確
保
し
、
並
び
に
高
齢
者
の
円
滑
な
利
用
に
配
慮
さ

れ
た
公
共
的
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
は
、
高
齢
者
が
不
安
の
な
い
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
交
通
の
安
全
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
を
犯
罪
の
被
害
、
災
害
等
か
ら
保
護
す
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
等
の
推
進
）

第
十
三
条
　
国
は
、
高
齢
者
の
健
康
の
確
保
、
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
支
援
等
を
図
る
た
め
、
高
齢
者
に
特
有
の

疾
病
の
予
防
及
び
治
療
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
、
福
祉
用
具
に
つ
い
て
の
研
究
開
発
等
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

1



（
国
民
の
意
見
の
反
映
）

第
十
四
条
　
国
は
、
高
齢
社
会
対
策
の
適
正
な
策
定
及
び
実
施
に
資
す
る
た
め
、
国
民
の
意
見
を
国
の
施
策
に
反
映

さ
せ
る
た
め
の
制
度
を
整
備
す
る
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
高
齢
社
会
対
策
会
議

（
設
置
及
び
所
掌
事
務
）

第
十
五
条
　
内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
高
齢
社
会
対
策
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
　
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
第
六
条
の
大
綱
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
。

二
　
高
齢
社
会
対
策
に
つ
い
て
必
要
な
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
齢
社
会
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
及
び
高
齢
社
会

対
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。

（
組
織
等
）

第
十
六
条
　
会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２
　
会
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
　
委
員
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命
担
当
大
臣
及
び
デ
ジ
タ
ル
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

４
　
会
議
に
、
幹
事
を
置
く
。

５
　
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

６
　
幹
事
は
、
会
議
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
会
長
及
び
委
員
を
助
け
る
。

７
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の

規
定
　
公
布
の
日

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置

は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
九
日
法
律
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
十
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
十
七
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関
が
し
た
認
定

等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
こ
の
法
律

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
法

令
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
相
当
の
国
の
機
関
が
し
た
認
定
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
新
法
令
の
相
当
規
定
に

よ
り
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関
に
対
し
て
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
従
前
の
国
の
機
関
に
対
し
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
こ
れ
を
、
新
法

令
の
相
当
規
定
に
よ
り
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
新
法
令
の

規
定
を
適
用
す
る
。

（
命
令
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
十
八
条
　
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
内
閣
府
設
置
法
第
七
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
又
は
国
家
行
政
組

織
法
第
十
二
条
第
一
項
の
省
令
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
新
法

令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
相
当
の
第
七
条
第
三
項
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
十

二
条
第
一
項
の
省
令
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
条
　
附
則
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
五
十
一
条
及
び
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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